
：YES 

：NO 

平成３０年度湖西市バス運行評価改善報告書に係る減便を含めた 

見直しを検討する便に関する基準(案)について 

 

１ 経緯 

  平成 29 年度第 4 回湖西市地域公共交通会議にて、「各路線の維持や効果的な公共交通ネットワーク

の形成に向けて、定数的な目標を設定し評価基準を明確にすることで、より効果的な事業を実施する」

ことを目的として、「湖西市地域公共交通（コミュニティバス）に関する評価基準を策定した。その中

で評価が著しく低い（Ｃ評価）については、「路線の廃止を含めた改善策、利用促進策を検討する。」

と定めているが、詳細は定められていないことから、今年度の湖西市バス運行評価改善報告書内「減

便を含めた見直しを検討する」に該当する便を対象とした基準（案）を別紙のとおり作成する。 

 

２ 評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる便の路線の利用目的及び地域性並びに便の時間帯などを、OD調

査結果や年間乗車集計結果を参考に分析を行い、以下のフローチャートに基

に見直しの方針を検討する。 

昨年度平均乗車数が 2.0人及びの便を対象とする。 

便の継続運行 

減便 

路線の全便数とその路線内の対象となる便の数を比較し、

1/3以上の本数であるか。 

便
の
継
続
運
行 

小学生が利用する可能性がある便かどうか。 

 

往復利用者が多く利用しており、かつ、この便の見直しを行

うと、他の便の乗車数に大きな影響を及ぼす可能性が高い。 

 

一部のバス停のみに乗降があるか。 

 

経
路
の
変
更
（
乗
降
が
あ
る
バ
ス

停
か
ら
の
発
車
・
停
車
） 

路線の主たる利用目的と時間帯が合致しているか。 

 

路
線
の
再
編
・
廃
止
を
検
討 

その便の前の便及び後の便も対象となっているか。 

 

前後の便を含めて、利用者に影響が少ない便のいずれかを減便 

資料 4 



 

 

上記フローチャートを基に各便の見直しに係る方針を決定する。また、便の継続運行以外

の便については、利用促進の実施を行う。利用促進を実施した日の翌月からの３か月間の

平均乗車数を集計し、その結果 0.5人以上の増加若しくは 2.0人以上の乗車数となった。 

各便毎の見直しを実施。 便の継続運行 

各便毎の見直しの実施について、公共交通会議へ協議し、決定された場合については、市

民へ 6か月間を周知期間とする。 


